
入院医療費に関するお知らせ 
 

平成 26年 4月 1日以降にご入院される患者様へ 

入院医療費の計算方法が変更になります。 
 

国分生協病院は、平成 26年 4月 1日より厚生労働省の指定により「ＤＰＣ対象病院」となります。 

これに伴い、入院医療費の計算方法が「出来高計算」から「ＤＰＣ包括評価計算」へと変更になりますの

で、ご理解の程、よろしくお願い致します。 

 

例えば、盲腸（虫垂炎）で入院した場合 

 

＜これまで＞ 

 

           手術料（盲腸手術） 

 

           レントゲン料（お腹のレントゲン） 

 

           検査料（血液検査、心電図など） 

 

           注射料（抗生剤など） 

 

           投薬料（痛み止め、抗生剤など） 

 

           入院料（ベッド料） 

 

 

＜4/1以降の入院の場合＞ 

        

           手術料（盲腸手術） 他 

 

           レントゲン料（お腹のレントゲン） 

           検査料（血液検査、心電図など） 

           注射料（抗生剤など） 

           投薬料（痛み止め、抗生剤など） 

 

           1日当たりの点数（セット価格） 

 

 

計算式：1日当たりの点数×入院日数×医療機関別係数  

＋  

手術などの出来高点数 

 

これまでは、盲腸で入院した場合、手

術など入院中に行った行為をブロック

のように「積み上げて」入院費を計算

していました。 

手術料（他に胃カメラなどの検査、

心臓カテーテル検査、リハビリ、人

工透析など）はこれまで通りですが、

それ以外は「盲腸」の病名によって

あらかじめ1日当たりの点数が決め

られていて、そこにレントゲン料や

検査料など点数がまとめられて、そ

れに入院日数をかけて計算すること

になりました。 

 

 
「セットメニュー」の

ようなものです。 

http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&hl=ja&rlz=1T4ADRA_jaJP474JP475&biw=1366&bih=606&tbm=isch&tbnid=st3XUkINrMSKRM:&imgrefurl=http://hospital-illustration.com/operation/operation-dl-05.html&docid=EGw3Po6zx2RvhM&imgurl=http://hospital-illustration.com/material/operation/l_05.gif&w=640&h=480&ei=Te0KU639Boj4kAXS-oCoBA&zoom=1&iact=rc&dur=2010&page=2&start=19&ndsp=25&ved=0CL8BEIQcMCE
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&hl=ja&rlz=1T4ADRA_jaJP474JP475&biw=1366&bih=606&tbm=isch&tbnid=d82pv8Joy2LWeM:&imgrefurl=http://www.yoshie.bz/medical/medicine/015.html&docid=UDdVwHK-A7Z1_M&imgurl=http://www.yoshie.bz/medical/medicine/015.jpg&w=265&h=217&ei=Te0KU639Boj4kAXS-oCoBA&zoom=1&iact=rc&dur=1898&page=3&start=44&ndsp=20&ved=0CPsBEIQcMDU
http://www.google.co.jp/imgres?start=292&sa=X&hl=ja&rlz=1T4ADRA_jaJP474JP475&biw=1366&bih=606&tbm=isch&tbnid=fCi6rN_n5O_8jM:&imgrefurl=http://www.dex.ne.jp/omedeta/illust/psearch/ImageListDetail.cgi?channel=10&id=598285&sid=&docid=MZQCPVH9JjhFbM&imgurl=http://thumbs.dex.ne.jp/sozai/thumbs/illust_mantan_009/max/ILM09_CA02003.JPG&w=861&h=538&ei=KO4KU6eeBoKWkwXv8IHACw&zoom=1&iact=rc&dur=796&page=15&ndsp=20&ved=0CKMCEIQcMF44yAE


DPCに関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ：ＤＰＣ（診断群分類）とは？ 

Ａ：Ｄ（Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ：診断）Ｐ（Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ：処置、行為）Ｃ（Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏ 

ｎ：組み合わせ）の略で、入院される患者様の疾患や病状に応じて、厚生労働省で定められた診断群 

分類（平成 26年 2月 1日現在：1,572分類）です。 

 

Ｑ：ＤＰＣ制度の対象は？ 

Ａ：2階東、2階西病棟に入院される患者様で「平成 26年 4月 1日以降に入院した」場合、対象となりま 

す（3月 31日までに入院されている患者様はこれまで通りの出来高計算になります）。 

  なお、下記の患者様はＤＰＣ制度の対象外となります。 

  ・自賠責、労災、自費などの「健康保険」以外の患者様 

  ・ＤＰＣに該当しない患者様 

  ・ＤＰＣで定められた入院期間を超えて入院されている患者様（入院期間を超えた時点で出来高計算 

   になります）。 

  ・3階療養病棟に入院中の患者様 

 

Ｑ：ＤＰＣ対象の病気でもこれまでのように出来高計算は可能？ 

Ａ：厚生労働省の定めにより、ＤＰＣ対象の病気は出来高での計算ができません。 

 

Ｑ：ＤＰＣ制度での入院医療費は？ 

Ａ：入院患者様の疾患や病状に応じて、1日当たりの包括点数が決まるため、これまでの入院医療費と比べ 

て高くなることもあれば、安くなることもあります。 

 

Ｑ：入院医療費の支払いは？ 

Ａ：これまでと同様、月ごとのお支払いとなります。 

  ※入院中に病状の経過や診療内容によって、ＤＰＣの分類に変更があった場合、既にお支払いいただ

いている入院医療費の請求額との差額が発生することがあります。その際は、月ごとの入院医療費

の請求時や退院時に差額分の調整（差額の追加請求もしくは返金処理）をさせていただくことがあ

りますので、予めご了承ください。 

 

Ｑ：医療機関別係数とは？ 

Ａ：病院機能に応じて定められた係数で、病院によって異なります。 

  同じ病名、同じ手術をしても病院によって係数が異なるため、入院費用が異なってきます。 

 

Ｑ：高額療養費制度について 

Ａ：これまでと同様に、ご利用いただけます。 

 
 

  当院の診療科（内科、外科、小児科）以外で、他でかかりつけの医療機関で処方を受けていらっしゃる患者 

様は、そのかかりつけの医療機関で処方されているお薬をご持参下さい（例：眼科の点眼薬等）。またその 

お薬が切れそうな場合は、かかりつけ医療機関でお薬を処方してもらって、入院時にご持参下さいますよう 

お願い致します。 

 

 

 

ご不明な点がございましたら、入院事務までお尋ねください。 


